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 附 則  

   第 一 章  総 則  

 ( 住 宅 政 策 の 目 標) 

第 一 条  東 京 都 （ 以 下 「 都 」 と い う 。 ） の 住 宅 政 策 の 目 標 は 、 全 て の 都 民 が そ の

世 帯 の 構 成 に 応 じ て 、 安 全 か つ 良 好 な 住 環 境 の 下 で 、 ゆ と り あ る 住 生 活 を 享 受

す る に 足 り る 住 宅 を 確 保 す る こ と に よ っ て 、 適 切 な 居 住 を 得 る 権 利 の 完 全 な 実

現 を 促 進 す る こ と に あ る も の と す る 。  

 ( 定 義 ) 

第 二 条  （ 現 行 の と お り ）  

 一 か ら 三 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

 四  住 宅 確 保 要 配 慮 者 等 住 宅 確 保 要 配 慮 者 に 対 す る 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 確 保 要 配

慮 者 及 び 居 住 の 安 定 に つ い て 特 別 の 配 慮 が 必 要 で あ る と 知 事 が 認 め る 者 を い

う 。 

 ( 都 の 責 務) 

第 三 条  （ 現 行 の と お り ）  

２  都 は 、 住 宅 に 関 す る 施 策 の 実 施 に 当 た っ て は 、 誰 一 人 取 り 残 さ な い 理 念 の

目 次  

 前 文  

 第 一 章  総 則 （ 第 一 条 ― 第 六 条 ）  
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 第 四 章  東 京 都 住 宅 政 策 審 議 会 （ 第 二 十 条 ・ 第 二 十 一 条 ）  

（ 新 設 ）  

 附 則  

   第 一 章  総 則  

 ( 住 宅 政 策 の 目 標)  

第 一 条  東 京 都 （ 以 下 「 都 」 と い う 。 ） の 住 宅 政 策 の 目 標 は 、 す べ て の 都 民 が そ

の 世 帯 の 構 成 に 応 じ て 、 良 好 な 住 環 境 の 下 で 、 ゆ と り あ る 住 生 活 を 享 受 す る に

足 り る 住 宅 を 確 保 で き る よ う に す る こ と に あ る も の と す る 。  

 

 ( 定 義 ) 

第 二 条  （ 略 ）  

 一 か ら 三 ま で  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

 

 

 ( 都 の 責 務) 

第 三 条  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  



下 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 等 に 特 別 の 配 慮 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
３  都 は 、 都 民 が 年 齢 、 性 自 認 及 び 性 的 指 向 、 所 得 等 の 理 由 に よ り 孤 立 す る こ と

な く 支 え 合 い 、 持 続 可 能 な 居 住 を 実 現 す る ソ ー シ ャ ル ・ イ ン ク ル ー ジ ョ ン 及 び

ソ ー シ ャ ル ・ ミ ッ ク ス の 考 え 方 に 立 っ て 、 住 宅 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。  

４  都 は 、 住 宅 に 関 す る 施 策 の 実 施 に 当 た っ て は 、 防 災 、 環 境 、 健 康 保 持 及 び 民

間 住 宅 の 適 切 な 供 給 等 に 配 慮 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

５  都 は 、 都 民 や 住 宅 関 連 事 業 者 を 含 め た 全 て の 利 害 関 係 者 の 参 加 と 協 力 の 下

に 、 住 宅 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

６ （ 現 行 の と お り ）  

７ （ 現 行 の と お り ）  

第 四 条  （ 現 行 の と お り ）  

（ 住 宅 に 関 す る 調 査 の 実 施 等 ）  

第 五 条  都 は 、 住 宅 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 な 推 進 に 資 す る た め 、 住 宅 に 関 す る 調

査 を 定 期 的 に 実 施 す る と と も に 、 住 宅 の 需 要 及 び 供 給 並 び に 利 用 状 況 、 価 格 及

び 家 賃 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 等 の 実 態 そ の 他 の 住 宅 に 関 す る 動 向 等 を 明 ら か に し

た 文 書 を 作 成 し 、 及 び 公 表 す る も の と す る 。  

第 六 条  （ 現 行 の と お り ）  

   第 二 章  基 本 的 施 策  

 ( 公 共 住 宅 の 供 給 等) 

第 七 条  （ 現 行 の と お り ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  

３  都 は 、 都 営 住 宅 等 の 供 給 に 当 た っ て は 、 将 来 の 人 口 及 び 世 帯 数 の 見 通 し 等 を

踏 ま え 、 計 画 的 な 修 繕 、 改 修 、 建 替 え 等 に よ る 既 存 の 都 営 住 宅 等 の 活 用 を 促 進

す る と と も に 、 都 営 住 宅 等 の 新 築 及 び 民 間 住 宅 の 活 用 を 促 進 す る よ う 努 め る も

の と す る 。  

４ か ら ６ ま で  （ 現 行 の と お り ）  

７ 都 は 、 必 要 に 応 じ て 家 賃 補 助 等 の 施 策 を 講 ず る も の と す る 。  

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

（ 新 設 ）  

 

２ （ 略 ）  

３ （ 略 ）  

第 四 条  （ 略 ）  

（ 住 宅 に 関 す る 調 査 の 実 施 等 ）  

第 五 条  都 は 、 住 宅 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 な 推 進 に 資 す る た め 、 住 宅 に 関 す る 調

査 を 定 期 的 に 実 施 す る と と も に 、 住 宅 の 需 要 及 び 供 給 、 利 用 状 況 並 び に 価 格 及

び 家 賃 そ の 他 の 住 宅 に 関 す る 動 向 等 を 明 ら か に し た 文 書 を 作 成 し 、 及 び 公 表 す

る も の と す る 。  

第 六 条  （ 略 ）  

   第 二 章  基 本 的 施 策  

 ( 公 共 住 宅 の 供 給 等) 

第 七 条  （ 略 ）  
２ （ 略 ）  

３  都 は 、 都 営 住 宅 等 の 供 給 に 当 た っ て は 、 将 来 の 人 口 及 び 世 帯 数 の 見 通 し 等 を

踏 ま え 、 計 画 的 な 修 繕 、 改 修 、 建 替 え 等 に よ り 、 既 存 の 都 営 住 宅 等 の 活 用 を 促

進 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 

４ か ら ６ ま で  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  



（ 良 質 な 住 宅 の ス ト ッ ク の 形 成 ）  
第 八 条  都 は 、 現 在 及 び 将 来 に お け る 都 民 の 住 生 活 の 基 盤 と な る 良 質 な 住 宅 の ス

ト ッ ク の 形 成 を 図 る た め 、 住 宅 の 災 害 に 対 す る 安 全 性 の 確 保 の 促 進 、 環 境 に 配

慮 し た 構 造 及 び 設 備 を 備 え た 住 宅 の 整 備 の 促 進 そ の 他 良 質 な 住 宅 の 整 備 及 び 管

理 を 促 進 す る た め に 必 要 な 施 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

第 九 条 及 び 第 十 条  （ 現 行 の と お り ）  

 ( 住 宅 に 係 る 取 引 の 安 全 及 び 合 理 的 な 選 択 の 確 保) 

第 十 一 条  都 は 、 都 民 の 住 宅 に 係 る 取 引 の 安 全 及 び 合 理 的 な 選 択 の 確 保 を 図 る た

め 、 住 宅 に 関 す る 適 切 な 情 報 の 提 供 及 び 相 談 の 実 施 の 促 進 、 住 宅 関 連 事 業 者 に

よ る 適 切 な 住 宅 の 供 給 等 に 係 る 適 正 な 事 業 活 動 の 確 保 の 促 進 そ の 他 必 要 な 施 策

を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

第 十 二 条 か ら 第 十 四 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  

 ( 民 間 住 宅 に お け る 居 住 の 安 定 の 確 保 ) 

第 十 五 条  （ 現 行 の と お り ）  

２  都 は 、 前 項 の 民 間 賃 貸 住 宅 へ の 円 滑 な 入 居 の 促 進 に 当 た っ て は 、 年 齢 、 障

害 、 国 籍 、 性 自 認 及 び 性 的 指 向 等 の 理 由 に よ り 入 居 の 機 会 が 制 約 さ れ る こ と が

な い よ う 、 賃 貸 人 そ の 他 の 関 係 者 に 対 す る 啓 発 に 努 め る も の と す る 。  

第 十 六 条  （ 現 行 の と お り ）   

   第 三 章  東 京 都 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン の 策 定 等  

 ( 東 京 都 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン の 策 定) 

第 十 七 条  （ 現 行 の と お り ）   

２ （ 現 行 の と お り ）  

一 か ら 三 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

四 住 宅 確 保 要 配 慮 者 等 に 対 す る 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 目 標  

五 前 二 号 の 目 標 を 達 成 す る た め に 必 要 な 住 宅 に 関 す る 施 策  

 六  （ 現 行 の と お り ）  

 七  （ 現 行 の と お り ）  

３ か ら ５ ま で  （ 現 行 の と お り ）  

（ 良 質 な 住 宅 の ス ト ッ ク の 形 成 ）  

第 八 条  都 は 、 現 在 及 び 将 来 に お け る 都 民 の 住 生 活 の 基 盤 と な る 良 質 な 住 宅 の ス

ト ッ ク の 形 成 を 図 る た め 、 住 宅 の 地 震 に 対 す る 安 全 性 の 確 保 の 促 進 、 環 境 に 配

慮 し た 構 造 及 び 設 備 を 備 え た 住 宅 の 整 備 の 促 進 そ の 他 良 質 な 住 宅 の 整 備 及 び 管

理 を 促 進 す る た め に 必 要 な 施 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

第 九 条 及 び 第 十 条  （ 略 ）  

（ 住 宅 に 係 る 取 引 の 安 全 及 び 合 理 的 な 選 択 の 確 保 ）  

第 十 一 条  都 は 、 都 民 の 住 宅 に 係 る 取 引 の 安 全 及 び 合 理 的 な 選 択 の 確 保 を 図 る た

め 、 住 宅 に 関 す る 適 切 な 情 報 の 提 供 及 び 相 談 の 実 施 の 促 進 、 住 宅 関 連 事 業 者 に

よ る 適 正 な 事 業 活 動 の 確 保 の 促 進 そ の 他 必 要 な 施 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の と

す る 。  

第 十 二 条 か ら 第 十 四 条 ま で （ 略 ）  

（ 民 間 住 宅 に お け る 居 住 の 安 定 の 確 保 ）  

第 十 五 条 （ 略 ）   

２  都 は 、 前 項 の 民 間 賃 貸 住 宅 へ の 円 滑 な 入 居 の 促 進 に 当 た っ て は 、 年 齢 、 障

害 、 国 籍 等 の 理 由 に よ り 入 居 の 機 会 が 制 約 さ れ る こ と が な い よ う 、 賃 貸 人 そ の

他 の 関 係 者 に 対 す る 啓 発 に 努 め る も の と す る 。  

第 十 六 条  （ 略 ）   

   第 三 章  東 京 都 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン の 策 定 等  

 ( 東 京 都 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン の 策 定) 

第 十 七 条  （ 略 ）  
２ （ 略 ）  

 一 か ら 三 ま で  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 四  前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め に 必 要 な 住 宅 に 関 す る 施 策  

 五  （ 略 ）  

 六  （ 略 ）  

３ か ら ５ ま で  （ 略 ）  



６  知 事 は 、 東 京 都 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン を 定 め 、 又 は 変 更 し よ う と す る と き は 、

事 前 に 都 民 の 意 見 を 公 募 し 、 そ の 意 見 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 八 条 及 び 第 十 九 条  （ 現 行 の と お り ）  

   第 四 章  東 京 都 住 宅 政 策 審 議 会  

第 二 十 条  （ 現 行 の と お り ）  

 ( 審 議 会 の 組 織) 

第 二 十 一 条  審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 に つ き 、 知 事 が 任 命 す る 委 員 三 十 五 人 以 内

を も っ て 組 織 す る 。  

 一 か ら 三 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

 四  都 民 五 人 以 内  

２ か ら ５ ま で  （ 現 行 の と お り ）  

   第 五 章  東 京 都 居 住 支 援 協 議 会  

 ( 東 京 都 居 住 支 援 協 議 会) 

第 二 十 二 条  都 は 、 住 宅 関 連 事 業 者 、 居 住 支 援 法 人 や 居 住 支 援 に 取 り 組 む 団 体 等

（ 以 下 「 居 住 支 援 法 人 等 」 と い う 。 ） と 連 携 し て 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 等 の 賃 貸

住 宅 へ の 円 滑 な 入 居 の 促 進 を 図 る た め 、 東 京 都 居 住 支 援 協 議 会 （ 以 下 「 協 議

会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２ 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 努 め る も の と す る 。  

 一  区 市 町 村 に お け る 居 住 支 援 協 議 会 の 設 立 及 び そ の 活 動 を 支 援 す る こ と 。 

 二  居 住 支 援 法 人 等 の 取 組 を 支 援 す る と と も に 、 区 市 町 村 の 居 住 支 援 協 議 会 へ

の 参 画 を 促 進 す る こ と 。  

  
（ 新 設 ）  

 

第 十 八 条 及 び 第 十 九 条  （ 略 ）   

   第 四 章  東 京 都 住 宅 政 策 審 議 会  

第 二 十 条  （ 略 ）  

 ( 審 議 会 の 組 織) 

第 二 十 一 条  審 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 に つ き 、 知 事 が 任 命 す る 委 員 三 十 人 以 内 を

も っ て 組 織 す る 。  

 一 か ら 三 ま で  （ 略 ）  

 （ 新 設 ）  

２ か ら ５ ま で  （ 略 ）  

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

   

 


